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み
ん
な
の
力
で
 

差

別

の

な

い

 

明
る
い
町
づ
く
り
を
プ
・
 

7

月
1

日

1

 7
月
 31 

日
 

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
 

人
が
生
き
て
い
く
上
で
、
自
 

分
が
希
望
す
る
、
安
定
し
た
職
 

業
に
就
き
た
い
、
ほ
ん
と
う
に
 

好
き
な
人
と
結
婚
し
た
い
と
願
 

う
こ
と
は
、
誰
も
が
思
う
こ
と
 

で
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
、
 

そ
の
願
い
が
住
ん
で
い
る
場
所
 

や
、
親
の
職
業
な
ど
の
た
め
不
 

当
に
く
だ
か
れ
る
事
が
あ
り
ま
 

す。 い
ま
だ
に
個
人
の
人
格
や
能
 

力
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
出
生
 

地
や
家
族
の
資
産
、
職
業
等
に
 

よ
つ
て
不
採
用
に
な
つ
た
り
、
 

破
談
に
な
る
結
婚
差
別
や
就
職
 

差
別
が
現
実
に
起
つ
て
お
り
ま
 

す
。
こ
の
様
な
事
か
ら
差
別
問
 

題
は
私
達
自
身
の
問
題
で
あ
り
 

ま
す
。
 

部
落
差
別
を
な
く
し
、
同
和
 

問
題
の
解
決
に
む
け
て
努
力
す
 

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
日
本
国
民
 

一
人
ひ
と
り
の
人
権
を
尊
重
す
 

る
誰
も
が
願
う
と
こ
ろ
の
、
明
 

る
く
楽
し
い
、
平
和
な
社
会
の
 

実
現
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
 

す。 
「
今
ご
ろ
差
別
が
」
と
言
う
 

事
を
良
く
聞
く
事
が
あ
り
ま
す
 

が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
残
念
 

な
が
ら
差
別
事
象
が
数
々
と
起
 

つ
て
お
り
ま
す
、
私
共
金
田
町
 

よ
り
そ
の
様
な
差
別
を
な
く
し
 

一
人
ひ
と
り
の
人
権
を
守
る
た
 

め
に
も
こ
の
 
「
同
和
問
題
啓
発
 

強
調
月
間
」
 
の
主
旨
を
充
分
理
 

解
し
て
戴
き
、
そ
の
期
間
中
は
 

と
く
に
各
種
の
行
事
や
配
布
さ
 

れ
た
冊
子
等
充
分
読
ま
れ
ま
し
 

て
、
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
 

く
事
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

通
い
合
う
心
と
心
に
 

差
別
な
し
 

金
田
町
教
育
委
員
会
 

）
轟
」
y
 

国
土
調
査
に
こ
協
力
を
 
個
 

振
興
課
国
土
調
査
係
 

＠
 
地
番
の
調
査
 

地
番
と
は
、
土
地
一
筆
ご
と
 

に
登
記
所
が
定
め
る
番
号
で
あ
 

っ
て
、
そ
の
土
地
を
特
定
す
る
 

重
要
な
要
素
の
ー
つ
で
す
．
地
 

番
の
設
定
は
、
登
記
所
固
有
の
 

権
限
で
あ
り
、
国
土
調
査
に
お
 

い
て
定
め
る
新
た
な
地
番
は
、
 

登
記
所
で
最
終
的
に
地
番
を
確
 

定
す
る
に
つ
い
て
の
予
定
地
番
 

と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
 

の
で
仮
地
番
と
呼
ば
れ
て
い
ま
 

す。 国
土
調
査
に
お
い
て
、
次
の
 

場
合
に
仮
地
番
を
定
め
ま
す
。
 

m
地
番
に
誤
り
が
あ
る
場
合
 

同
一
地
番
区
域
内
で
地
番
が
 

重
複
し
て
い
る
場
合
で
す
。
 
こ
 

．
一
悼
，
『
【
発
範
一
．
」
 

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
土
地
の
 

配
列
関
係
並
び
に
調
査
票
に
記
 

載
さ
れ
た
所
有
者
、
地
積
等
に
 

よ
り
い
ず
れ
が
誤
り
で
あ
る
か
 

を
確
か
め
て
、
誤
り
と
認
め
ら
 

れ
る
方
の
土
地
に
つ
い
て
仮
地
 

番
を
定
め
ま
す
。
 

②
地
番
の
変
更
を
必
要
又
は
適
 

当
と
す
る
場
合
 

国
土
調
査
の
際
に
地
番
区
域
 

が
変
更
さ
れ
た
た
め
に
地
番
の
 

変
更
を
必
要
と
す
る
場
合
、
又
 

は、 

「
五
番
の
イ
」
の
よ
う
に
 

地
番
が
、
数
字
と
数
字
以
外
の
 

記
号
と
で
表
示
さ
れ
て
い
る
土
 

地
「
一
番
の
二
の
六
」
 
の
よ
う
 

に
枝
番
号
に
更
に
枝
番
号
の
つ
 

い
て
い
る
地
番
の
土
地
、
地
番
 

・
 h
，
荘
打
可
】
・
一
一
葺
一
 

プ新高柳堰完成 
~―近代的な可動堰に 

昭
和
五
十
八
年
六
月
金
田
町
 

農
民
の
悲
願
で
あ
つ
た
新
高
柳
 

堰
が
完
成
致
し
ま
し
た
。
 

昔
、
金
田
村
（
現
在
の
金
田
 

町
大
字
金
田
地
域
）
の
二
百
余
 

町
歩
の
水
田
は
、
濯
慨
水
の
不
 

足
に
よ
り
毎
年
干
越
に
見
舞
れ
 

そ
の
被
害
は
甚
大
で
あ
つ
た
。
 

そ
こ
で
、
今
か
ら
数
百
年
前
、
 

わ
が
郷
土
の
清
徳
と
い
う
人
が
 

地
元
農
民
の
協
力
を
得
て
、
苦
 

心
の
末
精
村
高
柳
に
石
積
堰
を
 

築
造
し
、
こ
れ
に
よ
り
濯
既
の
 

便
が
開
け
、
村
民
は
そ
の
恩
恵
 

を
受
け
ま
し
た
。
 

以
来
、
幾
多
の
変
遷
を
経
て
 

が
著
し
く
入
り
乱
れ
て
い
て
土
 

地
を
特
定
す
る
の
に
支
障
の
生
 

じ
て
い
る
地
域
の
土
地
等
の
よ
 

う
に
地
番
の
変
更
を
適
当
と
す
 

る
場
合
に
お
い
て
も
仮
地
番
を
 

定
め
ま
す
。
 

⑧
新
た
に
表
示
登
記
を
す
べ
き
 

調
査
を
す
る
場
ハ
ロ
 

固
分
割
又
は
合
併
が
あ
っ
た
も
 

の
と
し
て
調
査
を
す
る
場
合
 

な
お
、
国
土
調
査
に
お
い
て
仮
 

地
番
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
 

が
登
記
所
に
送
付
さ
れ
て
地
番
 

が
変
更
さ
れ
る
と
、
そ
の
結
果
 

所
有
者
の
生
所
地
番
ま
で
、
変
 

更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
 

あ
り
ま
す
。
 

現
在
、
上
金
田
宅
地
区
域
の
 

再
立
会
を
行
つ
て
い
ま
す
が
、
 

所
有
者
の
住
ん
で
い
る
土
地
の
 

地
番
と
住
所
を
示
す
住
所
地
番
 

と
が
異
な
つ
て
い
る
場
合
が
沢
 

山
、
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
住
所
 

の
番
地
と
土
地
の
地
番
と
を
同
 

一
に
し
、
事
務
の
簡
素
化
等
、
 

行
政
の
能
率
化
を
計
る
た
め
に
 

も
、
も
う
一
度
、
住
所
番
地
の
 

見
直
し
を
し
ま
し
よ
う
。
 

⑥
 
昭
和
 58 

年
度
調
査
地
区
 

本
年
度
は
、
神
崎
地
区
の
一
 

部
（
神
崎
下
十
六
町
歩
近
辺
）
 

を
行
い
ま
す
。
 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
 

日
、
回
覧
、
 
ハ
ガ
キ
等
に
よ
っ
 

て
対
象
地
区
の
土
地
所
有
者
（
 

利
害
関
係
人
等
）
の
皆
様
に
、
 

お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
又
、
地
 

元
に
お
い
て
も
説
明
会
を
開
催
 

致
し
ま
す
の
で
，
そ
の
節
は
万
 

障
お
繰
合
せ
の
上
、
是
非
ご
参
 

集
下
さ
い
。
 

今
日
に
至
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
 

す。 こ
の
間
、
度
重
な
る
水
害
や
 

鉱
害
の
影
響
と
併
せ
て
、
施
設
 

の
老
朽
化
に
よ
つ
て
機
能
が
著
 

し
く
低
下
致
し
ま
し
た
。
 

そ
の
為
治
水
利
水
の
両
面
か
 

ら
計
画
検
討
し
、
直
轄
河
川
改
 

修
事
業
と
鉱
害
復
旧
事
業
の
合
 

併
工
事
と
し
て
、
総
事
業
費
一
 

五
億
五
千
百
万
円
を
投
じ
て
、
 

昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
六
ケ
年
 

の
才
月
を
経
て
完
成
致
し
ま
し
 

た。 新
高
柳
堰
の
構
造
を
の
べ
る
 

と
堰
柱
四
基
、
魚
道
ー
ケ
所
、
 

ロ
ー
ラ
ー
式
制
水
門
扉
三
門
、
 

起
伏
式
調
節
門
扉
一
門
、
取
水
 

樋
管
、
管
理
橋
、
ま
た
こ
れ
ら
 

の
水
門
扉
操
作
等
に
必
要
な
電
 

機
器
設
備
一
式
と
管
理
所
一
棟
 

と
な
つ
て
お
り
ま
す
。
 

以
上
、
本
工
事
の
完
成
に
伴
 

い
治
水
面
か
ら
み
た
洪
水
の
疎
 

通
は
も
と
よ
り
、
金
田
町
一
帯
 

の
濯
概
利
水
の
確
保
に
貢
献
す
 

る
事
と
思
い
ま
す
。
 

金
田
町
役
場
 

振
興
課
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
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町
 

田
 

金
 

議
長
就
任
の
挨
拶
 

議
 

長
 
吉
 

田
 

保
 

町
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
町
 

政
の
推
進
に
深
い
、
ご
理
解
と
 

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
有
 

難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

さ
て
去
る
五
月
十
三
日
開
催
 

の
第
二
回
臨
時
町
議
会
に
お
い
 

て
議
員
の
皆
様
方
の
万
場
一
致
 

を
も
ち
ま
し
て
の
ご
推
挙
に
よ
 

り
金
田
町
議
会
議
長
の
要
職
に
 

つ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

ま
こ
と
に
身
に
余
る
光
栄
で
ご
 

ざ
い
ま
す
。
 

未
熟
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
 

果
し
て
こ
の
重
責
に
た
え
う
る
 

か
ど
う
か
危
慎
に
た
え
な
い
次
 

第
で
す
が
、
こ
こ
に
皆
様
方
の
 

ご
推
挙
を
う
け
ま
し
た
上
は
一
 

身
を
拠
し
て
そ
の
ご
厚
志
に
お
 

報
い
す
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。
 

私
は
町
民
代
表
で
あ
る
全
議
 

員
の
意
志
を
尊
重
し
、
あ
く
ま
 

で
も
議
会
が
公
平
か
つ
円
満
の
 

う
ち
に
運
営
せ
ら
れ
る
よ
う
及
 

ば
ず
な
が
ら
、
誠
心
誠
意
を
も
 

っ
て
努
力
い
た
し
た
い
と
存
じ
 

ま
す
。
 

何
卒
皆
様
方
の
手
厚
い
ご
支
 

援
と
ご
べ
ん
た
つ
を
賜
わ
り
ま
 

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
 

誠
に
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
 

私
の
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
 

ま
す
。
 

副
議
長
就
任
の
挨
拶
 

副

議

長

 
和
 

田
 

玉
 

吉
 

一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
 

す。 
こ
の
た
び
議
員
各
位
の
万
場
 

一
致
に
よ
る
ご
推
挙
に
よ
り
ま
 

し
て
副
議
長
の
席
を
汚
す
こ
と
 

に
相
成
り
ま
し
た
こ
と
を
身
に
 

余
る
光
栄
と
存
ず
る
次
第
で
あ
 

り
ま
す
。
同
時
に
そ
の
任
務
の
 

重
大
な
の
を
痛
感
す
る
も
の
で
 

あ
り
ま
す
が
、
幸
い
人
格
識
見
 

と
も
に
傑
出
さ
れ
た
吉
田
議
長
 

の
も
と
で
ご
ざ
い
ま
す
し
 

更
に
先
輩
や
同
僚
議
員
の
皆
 

様
方
の
ご
支
援
と
ご
べ
ん
た
つ
 

を
賜
わ
り
ま
し
て
、
こ
の
重
貴
 

を
全
う
い
た
し
た
い
と
念
願
い
 

た
し
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
 

す。 特
に
議
会
民
主
主
義
の
精
神
 

に
の
つ
と
り
、
住
民
本
位
の
政
 

治
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
ど
 

う
か
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
 

導
ご
べ
ん
た
つ
の
程
お
願
い
申
 

し
上
げ
ま
す
。
 

甚
だ
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
 

が
、
私
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
 

す。 

一 

七
 
月
 
詠
 
草
 

一 

”
 

一
 

《 

公
 
民

館

短

歌

教

室

 
》 

一 

友
清
 
隆
雄
 

の
父
の
粥
た
く
 

一 

（ 
い
ら
だ
ち
を
お
さ
へ
あ
ぐ
み
 

高
木
美
代
子
 

』 

～ 
て
る
る
き
わ
の
 
真
紅
の
バ
 

病
み
て
よ
り
言
葉
少
な
く
な
一
 

（ 
ラ
は
は
な
や
ぎ
す
ぎ
る
 

り
し
夫
の
 
逝
き
て
三
度
目
一
 

一 

久
保
 
恵
子
 

の
夏
を
迎
ふ
る
 

一 

一
深
み
ゆ
く
夜
の
し
じ
ま
に
音
 

田
代
 

稔
 

》 

（
き
せ
て
 
観
音
菩
薩
を
夫
の
 
職
退
き
て
三
年
経
し
い
ま
や
」
 

？
彫
り
る
る
 

う
や
く
に
 

書
棚
整
理
し
文
一
 

一 

福
田
 

昌
 

芸
書
置
く
 

一 

》
校
庭
の
葉
桜
の
蔭
に
見
え
隠
 

福
原
 
照
子
 

一 

一

れ

 
桜
ん
ぼ
う
が
色
づ
き
て
 
片
隅
に
よ
り
そ
ふ

二
輪
の
チ
ー
 

『
を
り
 

一 

窪
田
 

房
子
 

ら
ず
開
き
た
る
ま
ま
 

（ 

ー
バ
ス
停
に
逢
ひ
し
亡
夫
の
門
 

中
村
 
繁
生
 

一 

？
下
生
と
 
話
は
づ
み
て
ニ
バ
 

春
の
日
の
暮
れ
か
か
る
こ
ろ
》
 

《 
ス
も
遅
る
 

犬
曳
き
て
 

田
な
か
の
道
を
一
 

》 

阿
部
 
重
宏
 

老
ひ
と
り
ゆ
く
 

」 

一
漫
画
に
も
な
ら
ぬ
響
り
雨
 

井
手
元
智
恵
子
 

一 

一
風
に
 
曝
ら
さ
れ
扉
み
槌
 
こ
の
雨
が
過
去
を
流
す
と
言
一
 

一せしこの顔il 

”
誌
か
纏
ゅ
き
し
午
～
 

一
難
縄
灘
大
北
離
轟
麟
鷲
 

“
繊
傍
”
競
鰭
鱗
灘
？
醒
熊
 

） 
の
波
追
ふ
 

室
 

ト
ョ
 

ー 

（

 

千
手
佐
起
子
 

祇
王
寺
の
竹
林
め
ぐ
り
若
竹
一
 

（ 
散
歩
す
る
冬
の
小
道
に
風
吹
 
の
 

す
が
し
き
み
ど
り
に
心
一
 

一 
け
ば
 
夫
の
マ
フ
ラ
ー
を
整
 
あ
ら
は
る
 

ー 

ー 
へ
て
や
る
 

小
野
 

ト
メ
子
一
 

〉 

藤
本
 
唯
彦
 

い
さ
か
ひ
し
重
き
心
を
断
ち
一
 

「
ガ
ラ
ス
戸
に
雪
ふ
り
か
か
り
 
た
し
と
 
タ
ぐ
れ
の
町
に
友
？
 

一
消
ゅ
る
き
ま
 
見
つ
つ
タ
べ
 

を
た
づ
ぬ
る
 

一 

ユ
ー
リ
ツ
プ
 

い
ま
だ
も
散
一
 

．
 

・
 

、
！
・
；
、
！
！
二
‘
？
「
．
・
S
J
．
●
く
一
：
.
！
、
・
．
？
…
・
？
．
、
・
5
.；・！…．！・J
，を…・‘ 

み
 
ん
 
な
 
の
 
力
 
で
 

差

別

 を
 

議
国
矧
 
引
可
 

廿

議

会

事

務

局

廿

 

昭
和
五
十
八
年
第
二
回
臨
時
 

町
議
会
（
初
議
会
）
が
五
月
＋
 

三
日
に
招
集
さ
れ
、
 
一
日
間
の
 

会
期
に
よ
り
諸
議
案
が
慎
重
審
 

議
さ
れ
、
次
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
 

れ
可
決
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
 

⑥
議
案
第
十
七
号
 
金
田
町
議
 

会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て
 

議
 
長
 
吉
田
 

保
 

⑥
議
案
第
十
八
号
 
金
田
町
議
 

会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て
 

副
議
長
和
田
玉
吉
 

⑥
議
案
第
十
九
号
 
金
田
町
議
 

会
常
任
委
員
会
委
員
並
び
に
 

常
任
委
員
長
及
び
副
委
員
長
 

の
選
任
に
つ
い
て
 

0
総
務
、
財
務
委
員
会
 

委

員

長

 
吉
田
 
春
義
 

副
委
員
長
 
中
島
 

力
 

委
 
員
 

大
島
 
文
雄
 

委
 
員
 

大
井
 

半
 

ク 

千
手
 
大
蔵
 

ル 

辰
島
 

保
 

e
産
業
経
済
民
生
委
員
会
 

委

員

長

 
竹
宗
 

学
 

副
委
員
長
 
属
 

公
弘
 

委
 
員
 

藤
林
 
俊
信
 

ル 

江
口
 

三
郎
 

ク
 

藤
元
 
俊
治
 

か
 

士
口
田
 

保

 

田
土
木
、
鉱
害
委
員
会
 

委

員

長

 
相
原
清
一
郎
 

副
委
員
長
 
市
丸
 
定
行
 

委
 
員
 

和
田
 

玉
吉
 

ク
 

木
戸
 
幸
義
 

ク 

若
林
佐
久
馬
 

ク 

米
家
 
荒
雄
 

⑥
議
案
第
二
＋
号
 
金
田
町
議
 

会
特
別
委
員
会
の
設
置
及
び
 

特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
に
 

つ
い
て
 

0
金
田
町
鉱
害
問
題
特
別
委
員
 

会
 

（
委
員
数
十
入
名
）
 

委

員

長

 
吉
田
 

保
 

副
委
員
長
 
和
田
 

玉
吉
 

委
 
員
 

外
十
六
名
 

田
田
川
東
高
等
学
校
誘
致
特
別
 

委
員
会
 

（
委
員
数
十
八
名
）
 

委

員

長

 
吉
田
 

保
 

副
委
員
長
 
和
田
 

玉
吉
 

委
 
員
 

外
十
六
名
 

田
金
田
町
水
道
再
建
特
別
委
員
 

会
 

（
委
員
数
九
名
）
 

委

員

長

 
竹
宗
 

学
 

副
委
員
長
 
属
 

公
弘
 

委
 
員
 

外
七
名
 

⑥
議
案
第
二
十
一
号
 
金
田
町
 

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
 

監
査
委
員
 
藤
林
 
俊
信
 

⑥
議
案
第
二
十
二
号
 
金
田
町
 

消
防
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

和
田
 

玉
吉
 

ク
 

米
家
 
荒
雄
 

ク
 

大
井
 

半
 

が 

若
林
佐
久
馬
 

⑥
議
案
第
二
＋
三
号
 
田
川
地
 

区
消
防
組
合
議
員
互
選
に
つ
 

い
イ
ー
 組

合
議
員
 
千
手
 
大
蔵
 

議
案
第
二
十
四
号
 

＠
下
田
川
衛
生
組
合
議
員
互
選
 

に
つ
い
て
 

組
合
議
員
 
米
家
 
荒
雄
 

議
案
第
二
十
五
号
 

⑥
田
川
地
区
伝
染
病
院
組
合
議
 

員
互
選
に
つ
い
て
 

組
合
議
員
 
属
 

議
案
第
二
＋
六
号
 

公
弘
 

回
田
川
地
区
斎
場
組
合
議
員
互
 

選
に
つ
い
て
 

組
合
議
員
 
相
原
清
一
郎
 

⑥
各
種
行
政
委
員
 

⑥
金
田
町
老
人
憩
の
家
運
営
委
 

員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

市
丸
 
定
行
 

ガ 

千
手
 
大
蔵
 

⑥
民
生
委
員
推
せ
ん
会
委
員
選
 

任
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

辰
島
 

保
 

⑥
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
 

委
員
選
任
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

藤
林
 
俊
信
 

ク
 

木
戸
 
幸
義
 

ガ 

江
口
 

三
郎
 

⑥
公
民
館
運
営
審
議
会
（
社
会
 

教
育
委
員
兼
任
）
委
員
選
任
 

に
つ
い
て
 

委
 
員
 

大
井
 

半
 

ル 

大
島
 
文
雄
 

⑥
育
英
資
金
貸
与
審
議
会
委
員
 

選
任
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

藤
元
 
俊
治
 

ク
 

属
 

公
弘
 

ガ 

吉
田
 
春
義
 

⑥
青
少
年
問
題
協
議
会
委
員
選
 

任
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

中
島
 

力
 

ク
 

竹
宗
 

学
 

金
田
町
老
人
ク
ラ
ブ
 

俳
句
・
短
歌
同
好
会
 

岩
野
 
勝
義
 

田
植
機
の
造
る
死
角
の
 

手
植
か
な
 

岡
本
勝
次
郎
 

刈
り
こ
み
し
庁
舎
の
庭
の
 

つ
、
じ
も
ゆ
 

無
 
名
 
者
 

お
・
さ
な
 

草
取
の
翁
押
し
ゆ
く
 

猫
ぐ
る
ま
 

岡
本
 
清
子
 

春
昼
や
ビ
ル
十
階
の
 

越
展
へ
 

克
芳
 

紫
き
の
色
あ
ざ
や
か
に
 

花
菖
蒲
 

幸
子
 

田
植
終
え
旅
衣
ぬ
ぐ
 

湯
の
宿
に
 

鳥
越
 
美
枝
 

‘多聾難紗」（ 

・ーh
井
級
‘
う
 

、
感
露
麟
『
 

紫
陽
花
を
勇
れ
ば
こ
ぼ
る
、
 

藍
の
露
 

マ
サ
子
 

風
鈴
の
街
行
く
音
で
 

夏
に
入
る
 

辰
島
 
宗
一
 

空
梅
雨
に
田
に
ひ
く
水
の
 

枯
れ
は
じ
む
 

《

短

歌

》

 

鳥
越
 
美
枝
 

老
鷲
の
声
き
、
な
が
ら
 

無
心
に
て
草
取
る
日
々
の
 

た
だ
あ
り
が
た
く
 

岩
野
 
克
芳
 

表
情
の
写
り
変
り
の
 

乳
児
の
顔
見
入
て
時
の
 

た
つ
を
わ
す
る
、
 

昭
和
 58 
年
9
月
1

日
（
 10 

月
検
針
）
よ
り
水
道
 

料
金
及
び
メ
ー
タ
ー
使
用
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
 

昭
和
 58 

年
9
月
ー
日
（
 10 

月
 

検
針
）
よ
り
水
道
料
金
及
び
メ
 

ー
タ
ー
使
用
料
が
改
定
さ
れ
ま
 

す。 つ
ね
H
頃
か
ら
皆
様
方
に
は
 

水
道
事
業
に
対
し
て
深
い
御
理
 

解
と
御
協
力
を
載
き
厚
く
お
礼
 

申
し
上
げ
ま
す
。
 

本
町
水
道
事
業
は
豊
か
な
水
 

を
な
る
べ
く
安
い
料
金
で
皆
様
 

方
に
お
届
け
す
る
た
め
、
日
夜
 

努
力
致
し
て
お
り
ま
す
が
、
核
 

家
族
の
進
行
に
伴
う
、
給
水
戸
 

な 

く 

⑥
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
審
議
 

分
を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
 

会
委
員
選
任
に
つ
い
て
 

こ
と
に
つ
い
て
 

委
 
員
 

藤
元
 
俊
治
 

専
決
第
七
号
 
工
事
請
負
 

ク 

木
戸
 
幸
義
 

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
 

ク
 

吉
田
 

春
義
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
二
十
七
号
 
専
決
処
 
⑥
議
案
第
三
十
三
号
 
金
田
町
 

分
を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
 

名
誉
公
民
の
決
定
に
つ
い
て
 

こ
と
に
つ
い
て
 

O
 
前
川
 

二
郎
 

専
決
第
二
号
 
金
田
町
財
 

e
 
渡
辺
 
照
利
 

政
再
建
計
画
の
愛
更
に
つ
い
 

田
 
植
高
勇
太
郎
 

て
 

（
原
案
可
決
）
 

0
 
浦
田
 

由
光
 

⑥
議
案
第
二
十
八
号
 
専
決
処
 

●
 
生
野
 
栄
次
 

分
を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
 

（
原
案
可
決
）
 

こ
と
に
つ
い
て
 

以
上
 

専
決
第
三
号
 
昭
和
五
十
 

昭
和
五
＋
八
年
第
三
回
定
例
 

七
年
度
金
田
町
一
般
会
計
補
 
町
議
会
が
六
月
二
＋
日
に
招
集
 

正
予
算
（
第
八
号
）
 

さ
れ
、
 

一
日
間
の
会
期
に
よ
り
 

補
正
額
一
〇
五
、
〇
二
一
千
 
諸
議
案
が
慎
重
議
審
さ
れ
、
次
 

円
 

（
原
案
可
決
）
 

の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
可
決
決
定
 

⑥
議
案
第
二
十
九
号
 
専
決
処
 
さ
れ
ま
し
た
。
 

分
を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
 
⑥
議
案
第
三
＋
四
号
 
専
決
処
 

こ
と
に
つ
い
て
 

分
を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
 

専
決
第
四
号
 
昭
和
五
十
 

こ
と
に
つ
い
て
 

七
年
度
金
田
町
同
和
地
区
住
 

専
決
第
八
号
 
昭
和
五
＋
 

宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
 
八
年
度
金
田
町
簡
易
水
道
特
別
 

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
 
会
計
暫
定
補
正
予
算
（
第
一
号
 

補
正
額
一
一
八
、
六
七
八
千
円
 
） 

（
原
案
可
決
）
 

補
正
額
 
二
O
、
九
九
四
千
円
 

⑥
議
案
第
三
十
号
 
専
決
処
分
 

（
原
案
可
決
）
 

を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
こ
 
⑥
議
案
第
三
＋
五
号
 
金
田
町
 

と
に
つ
い
て
 

職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
 

専
決
第
五
号
 
金
田
町
税
 

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
 

（
原
案
可
決
）
 

例
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
三
＋
六
号
 
金
田
町
 

⑥
議
案
第
三
十
一
号
 
専
決
処
 

消
防
団
員
の
定
員
、
任
用
、
 

分
を
報
告
し
承
認
を
求
め
る
 

給
与
、
分
限
及
び
懲
戒
服
務
 

こ
と
に
つ
い
て
 

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
 

専
決
第
六
号
 
工
事
請
負
 

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
 

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
三
＋
七
号
 
金
田
町
 

⑥
議
案
第
三
十
三
号
 
専
決
処
 

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
 

数
の
増
加
と
、
文
化
生
活
向
上
 

に
伴
う
水
需
要
の
増
大
、
水
道
 

施
設
の
老
朽
化
に
よ
る
改
良
を
 

施
工
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
 

施
設
改
善
の
大
半
は
企
業
債
と
 

呼
ば
れ
る
国
か
ら
の
借
入
金
で
 

あ
り
．
こ
の
返
済
だ
け
で
も
膨
 

大
な
数
字
に
の
ぼ
り
、
そ
の
上
 

電
気
・
薬
品
の
必
要
経
費
の
支
 

払
い
の
為
、
経
営
が
非
常
に
苦
 

し
く
な
つ
て
い
ま
す
。
 

水
道
事
業
は
、
町
の
一
般
会
 

計
と
は
別
途
の
も
の
で
あ
り
、
 

そ 

う 

皆
様
方
の
使
用
料
金
に
よ
つ
て
 

経
営
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

現
在
、
皆
様
方
の
台
所
で
使
 

用
す
る
l
d
当
り
の
使
用
料
金
 

よ
り
水
を
つ
く
る
経
費
の
方
が
 

高
く
か
か
つ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
様
な
現
状
か
ら
水
道
事
 

業
の
経
営
状
態
が
大
変
悪
化
し
 

て
い
る
為
、
改
定
に
ふ
み
き
ら
 

ざ
る
お
え
な
く
な
り
、
6
月
定
 

例
町
議
会
で
値
上
げ
が
可
決
さ
 

れ
ま
し
た
。
本
町
の
水
道
事
業
 

は
今
後
も
皆
様
方
の
水
道
を
よ
 

く
す
る
た
め
、
な
お
一
層
の
努
 

力
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
 

そ
の
た
め
に
も
、
是
非
と
も
 

必
要
な
今
回
の
料
金
改
定
と
水
 

道
事
業
の
運
営
に
今
迄
同
様
の
 

あ
た
た
か
い
御
理
解
と
御
協
力
 

を
賜
り
ま
す
よ
う
か
さ
ね
て
お
 

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

旧
 

新
 

基本料金 超過 基本料金

水量~料 金 

過
金
 

超
料
 

水 量1 料 金 料 金 

家 事 
宮業用 

一時用 

官公庁用 

工場用 

5房 

旧が 

10房 

lOOm' 

lOOm' 

950円 

1,540円 

3,000円 

15,400円 

15,400円 

200円 

200円 

300円 

200円 

200円 

5房 

ion? 

id 

100nf 

100nf 

680円 

1,100円 

8,500円 

8,500円 

140円 

140円 

200円 

140円 

140円 

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
 

に
付
託
継
続
し
ん
さ
）
 

て
 

田
日
雇
健
康
保
険
制
度
の
存
続
 

（
原
案
可
決
）
 

確
立
に
関
す
る
請
願
（
採
択
）
 

⑥
議
案
第
三
十
八
号
 
金
田
町
 
田
国
民
食
料
の
安
定
な
ら
び
に
 

簡
易
水
道
事
業
給
水
条
例
の
 

米
穀
政
策
、
要
求
米
価
実
現
 

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
 

に
関
す
る
陳
情
 

（
採
択
）
 

い
て
 

◇
意
見
書
の
審
議
に
つ
い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

O
日
雇
健
康
保
険
制
度
の
存
続
 

⑥
議
案
第
三
十
九
号
 
金
田
町
 

確
立
に
関
す
る
意
見
書
 

水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
 

（
決
定
）
 

を
改
止
す
る
条
例
に
つ
い
て
 
O
国
民
食
料
の
安
定
碓
保
な
ら
 

（
原
案
可
決
）
 

び
に
米
穀
政
策
、
要
求
米
価
 

⑥
請
願
書
及
ぴ
陳
情
書
の
審
議
 

実
現
に
関
す
る
意
見
書
 

に
つ
い
て
 

（
決
定
）
 

0
外
国
人
登
録
法
の
改
正
を
求
 

以
上
 

め
る
請
願
 

（
産
経
委
員
会
 

田
川
地
区
休
日
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
の
 

利
用
に
つ
い
て
 

休
日
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
は
 

つ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
救
急
医
 

急
病
や
事
故
な
ど
で
負
傷
さ
れ
 
療
セ
ン
タ
ー
は
、
初
期
救
急
医
 

た
急
患
に
応
急
的
診
療
を
行
う
 
療
を
行
う
施
設
で
あ
る
こ
と
を
 

施
設
と
し
て
、
昭
和
 53 

年
ー
月
 
十
分
認
識
し
て
い
た
だ
き
利
用
 

に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
 

に
つ
い
て
の
ご
協
力
を
お
願
い
 

以
来
セ
ン
タ
ー
の
存
在
も
地
 
し
ま
す
。
な
お
診
療
日
等
は
、
 

域
住
民
の
皆
さ
ん
に
浸
透
し
て
 
次
の
と
お
り
で
す
。
 

患
者
の
利
用
も
年
々
増
加
し
て
 

（
診
療
日
）
 

お
り
ま
す
。
 

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
と
 

昭
和
 57 

年
度
の
年
間
受
診
者
 

8
月
 14
 

、 
15 

日
 

は、 

一
万
人
を
越
え
ま
し
た
。
 

12 

月
 31 

日
1
月
1

、2
、3

日
 

特
に
最
近
で
は
、
利
用
者
が
激
 

（
受
付
時
間
）
 

増
し
て
一
日
の
受
診
者
が
三
百
 
昼
間
 
9
時
か
ら
 11 

時
 30 

分
迄
 

人
を
越
え
る
日
も
あ
り
ま
す
。
 

13 

時
か
ら
 16 

時
 30 

分
迄
 

利
用
者
の
増
加
に
伴
な
い
患
者
 
夜
間
 
18 

時
か
ら
 22 

時
 30 

分
迄
 

の
中
に
は
、
急
患
以
外
の
方
も
 

（
診
療
科
目
）
 

相
当
数
見
受
け
ら
れ
一
般
休
日
 

昼
間
 

診
療
所
の
よ
う
な
状
態
と
な
つ
 

内
科
、
小
児
科
、
外
科
 

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
救
急
医
 

夜
間
 

療
セ
ン
タ
ー
本
来
の
使
命
が
十
 

内
科
、
小
児
科
、
 

分
発
揮
さ
れ
な
い
事
態
が
お
こ
 

※
外
科
診
療
は
し
ま
せ
ん
o
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町
 

田
 

金
 

地
域
活
動
の
推
進
に
よ
る
 

少
年
の
非
行
防
止
と
更
生
の
援
助
 

ー
第
三
十
三
回
社
会
を
明
る
く
す
る
 

運
動
月
間
に
当
つ
て
ー
 

金

田

町

保

護

司

会

 

第
三
十
三
回
，
社
会
を
明
る
 

く
す
る
運
動
‘
は
、
本
年
七
月
 

一
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の
ー
 

ケ
月
間
、
全
国
各
地
で
展
開
さ
 

れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

本
年
度
の
重
点
目
標
は
「
地
 

域
活
動
の
推
進
に
よ
る
少
年
の
 

非
行
防
止
と
更
生
の
援
助
」
、
 

統
一
標
語
は
「
防
ご
う
非
行
 

助
け
よ
う
立
直
り
」
と
決
定
さ
 

れ
て
居
り
ま
す
。
 
こ
の
運
動
は
 

、
犯
罪
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
 

人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
、
国
 

民
の
理
解
を
深
め
．
犯
罪
の
な
 

い
明
る
い
社
会
を
築
く
こ
と
を
 

目
的
と
し
て
昭
和
二
十
六
年
に
 

始
ま
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

以
来
、
今
日
ま
で
、
国
民
的
な
 

運
動
と
し
て
地
歩
を
着
実
に
固
 

め
、
本
年
で
第
三
十
三
回
目
を
 

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

最
近
に
お
け
る
少
年
非
行
の
 

す
う
勢
を
見
ま
す
と
、
非
行
の
 

数
は
依
燃
と
し
て
増
勢
に
あ
り
 

数
的
に
は
、
戦
後
最
高
と
な
っ
 

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
内
容
的
 

に
は
、
両
親
が
そ
ろ
い
経
済
的
 

に
も
問
題
の
な
い
一
般
家
庭
の
 

少
年
や
．
低
年
齢
層
の
少
年
に
 

よ
る
非
行
が
増
加
し
て
い
る
ほ
 

か
、
万
引
き
や
自
転
車
の
乗
り
 

逃
げ
等
の
増
大
、
学
校
内
、
家
庭
 

内
暴
力
事
件
の
多
発
、
覚
せ
い
 

剤
、
シ
ン
ナ
ー
等
の
薬
物
濫
用
 

事
件
の
増
加
な
ど
、
ま
す
ま
す
 

複
雑
、
多
様
化
し
て
お
り
、
少
 

年
の
非
行
は
今
や
大
き
な
社
会
 

問
題
と
な
つ
て
き
て
お
り
ま
す
 

わ
け
て
も
、
最
近
マ
ス
コ
、
t
 

が
大
々
的
に
報
道
い
た
し
ま
し
 

た
横
浜
市
に
お
け
る
少
年
た
ち
 

の
浮
浪
者
連
続
襲
撃
事
件
、
あ
 

る
い
は
東
京
・
町
田
市
に
お
け
 

ろ
学
校
内
暴
力
に
端
を
発
し
た
 

中
学
校
教
師
の
生
徒
刺
傷
事
件
 

な
ど
、
相
次
ぐ
異
常
事
件
の
発
 

生
は
、
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
 

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
 

た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
 

関
係
機
関
、
団
体
は
も
と
よ
り
 

学
校
、
家
庭
、
職
場
、
更
に
は
 

地
域
住
民
一
人
ひ
と
り
が
力
を
 

合
わ
せ
、
次
代
を
担
う
少
年
の
 

非
行
防
止
と
非
行
に
陥
つ
た
少
 

年
の
更
生
援
助
の
た
め
の
地
域
 

活
動
を
積
極
か
つ
強
力
に
推
進
 

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
 

ま
す
。
本
年
も
、
こ
の
様
な
観
 

点
か
ら
昨
年
に
引
き
続
き
「
地
 

域
活
動
の
推
進
に
よ
る
、
少
年
 

非
行
の
防
止
と
更
生
の
援
助
」
 

を
重
点
目
標
と
し
て
、
展
開
さ
 

れ
る
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
 

に、 

一
層
の
御
理
解
を
い
た
だ
 

き
ま
す
と
共
に
、
本
運
動
の
推
 

進
に
、
格
別
の
御
尽
力
を
い
た
 

だ
き
ま
す
よ
う
御
願
い
申
レ
上
 

げ
ま
す
。
 

昭
和
五
十
八
年
七
月
】
日
 

年
 
金
 
だ
 一よ 

h
一 

住
民
課
国
民
年
金
係
 

福
祉
年
金
を
受
け
て
い
る
 

皆
さ
ん
へ
 

8
月
は
福
祉
年
金
証
書
の
提
 

出
月
で
す
。
 

老
齢
福
祉
年
金
な
ど
の
福
祉
 

年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
、
8
 

月
支
払
分
の
年
金
を
受
け
ら
れ
 

た
ら
、
す
ぐ
に
福
祉
年
金
証
書
 

と
印
鑑
を
持
っ
て
、
役
場
の
国
 

民
年
金
係
へ
所
得
状
況
を
提
出
 

し
て
下
さ
い
。
 

こ
れ
は
、
毎
年
本
人
、
配
偶
 

者
、
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
 

得
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
8
月
 

分
か
ら
翌
年
7
月
分
ま
で
1
年
 

間
の
年
金
を
支
給
す
る
か
ど
う
 

か
決
め
、
年
金
証
書
の
支
払
概
 

に
金
額
を
記
入
す
る
た
め
の
も
 

の
で
、
引
き
続
き
年
金
を
受
け
 

る
た
め
に
必
要
で
す
。
 

福
祉
年
金
証
書
の
提
出
が
な
 

い
と
、
年
金
額
の
記
入
が
で
き
 

な
い
の
で
、
次
の
年
金
支
払
月
 

に
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
 

に
な
り
ま
ず
．
 

8
月
末
日
ま
で
に
必
ず
年
金
 

証
書
と
印
鑑
を
も
っ
て
、
役
場
 

の
窓
口
で
手
続
き
を
す
ま
せ
て
 

下
さ
い
。
 

な
お
、
恩
給
、
扶
助
料
、
退
 

職
年
金
等
の
公
的
年
金
を
受
け
 

る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
そ
 

の
証
書
の
写
を
添
え
て
提
出
し
 

て
下
さ
い
。
 

免
除
を
受
け
た
保
険
料
は
 

追
納
で
き
ま
す
 

国
民
年
金
に
加
入
し
て
、
保
 

険
料
の
納
付
因
難
な
ど
の
た
め
 

免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
年
金
 

を
受
け
る
資
格
期
間
に
は
入
り
 

ま
す
が
、
老
齢
年
金
の
金
額
は
 

そ
の
期
間
に
つ
い
て
保
険
料
を
 

納
め
た
場
合
の
3
分
の
1

と
な
 

り
ま
す
。
 
こ
れ
は
、
国
庫
負
担
 

分
だ
け
と
な
る
た
め
で
す
。
 

そ
こ
で
、
よ
り
多
く
の
年
金
 

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
 

免
除
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
 

を
後
で
納
め
る
追
納
制
度
が
あ
 

り
ま
す
。
追
納
は
、
 
10 

年
前
ま
 

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
当
時
の
保
 

険
料
額
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
 

羊
す
。
例
え
ば
 10 

年
前
の
昭
和
 

48 

年
8

月
分
の
保
険
料
を
追
納
 

す
る
場
合
、
当
時
の
月
額
5
5
 

0
円
で
い
い
わ
け
で
す
。
 

今
ま
で
に
保
険
料
の
免
除
を
 

受
け
た
期
間
が
あ
る
人
は
、
ゆ
 

と
り
が
で
き
た
ら
是
非
追
納
し
 

て
、
少
し
で
も
多
い
年
金
を
受
 

給
し
ま
し
よ
う
。
 

考
 

参
 

お年免除のときの 

年 金 額 
1関 ,5×〕円 

10年免除と 

巧年納付のとき 
ニ＝414,7×）円 

25年納付のとき  "5 5x〕円 

同
和
問
題
意
識
調
査
が
 

行

わ

 れ
 
ま
 
す
 

福
岡
県
で
は
、
県
民
の
み
な
 

さ
ま
の
御
協
力
の
も
と
、
差
別
 

の
な
い
明
る
い
社
会
を
つ
く
る
 

こ
と
を
目
標
に
、
各
種
の
同
和
 

対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

そ
し
て
こ
の
た
び
、
福
岡
県
 

が
従
来
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
 

同
和
対
策
事
業
を
よ
り
効
果
的
 

に
進
め
る
た
め
の
大
切
な
基
礎
 

資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
 

て
き
た
る
8
月
1

日
よ
り
9
月
 

30 

日
の
間
「
同
和
問
題
意
織
調
 

査
」
を
実
施
す
る
こ
と
と
に
な
 

り
ま
し
た
。
 

こ
の
調
査
は
、
県
下
の
有
権
 

者
の
中
か
ら
無
作
為
に
よ
り
9
 

0
0
0
名
を
抽
出
し
、
調
査
票
 

を
直
接
本
人
あ
て
郵
送
す
る
方
 

法
で
行
わ
れ
ま
す
。
 

み
な
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
 

回
答
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
統
 

計
資
料
に
の
み
使
用
す
る
も
の
 

で
す
。
 

も
し
、
調
査
票
が
郵
送
さ
れ
 

て
き
た
場
合
に
は
、
お
忙
し
い
 

と
こ
ろ
誠
に
恐
縮
で
す
が
、
こ
 

の
調
査
の
主
旨
を
御
理
解
い
た
 

だ
き
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
 

な
お
、
調
査
に
つ
い
て
の
お
 

問
い
合
わ
せ
は
左
記
に
お
願
い
 

し
ま
す
。
 

福
岡
県
民
生
部
同
和
対
策
局
 

調
整
課
 

〒
8
1
2
 
福
岡
市
博
多
区
 

東
公
園
7
番
7
号
 

T
E
L

(
0
9
2

)
6
5
1
 

1

1

●→1
→ 

内
線
2
9
1
2
 

直
通
（
0
9
2
)
6
4
1
 

4
(
b
3
1
 

警
察
官
B
 

（
警
察
官
A
、
婦
人
警
官
以
外
）
 

試

験

の

実

施

予

定

 

m
 
受
付
期
間
 

9
月
上
旬
ー
 10 

月
上
旬
 

②
 
第
1
次
試
験
日
 

10 

月
下
旬
 

⑧
 
採
用
予
定
人
員
1
2
0
人
 

申
し
込
み
 
（
間
い
合
わ
せ
）
先
 

福
岡
市
博
多
区
東
公
園
7
番
 

7
号
（
〒
8
1
2
) 

福
岡
県
警
察
本
部
警
務
課
採
用
 

係
 

電
話
 
福
岡
0
9
2

(
6
4
1
 

)
4
1
4
1
 
代
表
 

電
話
 
福
岡
0
9
2

(
6
2
2
 

)
0
7
0
0
 
直
通
 

又
、
田
川
警
察
署
警
務
課
 

電
話
 
田
川
（
0
9
4
7
4
) 

2
1
2
1
2
0
内
線
2
1
1
ー
 

り一‘1

。一 
金
田
名
物
4
夜
市
ガ
 

恒
例
の
金
田
夜
市
が
次
の
通
 

り
開
催
さ
れ
ま
す
。
 

日
時
 
B
月
3

日
（
水
）
4

日（ 

木） 

午
後
7
時
1
9
時
 

（
雨
天
順
延
）
 

主
催
 
金
田
町
商
業
団
 

皿
②
0
1
9
0
 

図
書
部
よ
り
お
知
ら
せ
 

こ
の
た
び
県
の
図
書
館
よ
り
 

一
般
図
書
と
児
童
用
図
書
の
配
 

本
が
あ
り
ま
し
た
の
で
み
な
さ
 

ん
の
利
用
を
お
待
ち
致
し
て
お
 

り
ま
す
。
 

有
難
と
う
御
座
い
ま
し
た
 

こ
の
た
び
金
山
玄
性
氏
並
び
に
 

大
態
康
郷
氏
両
氏
よ
り
総
合
会
 

館
に
貴
重
な
図
書
を
御
寄
贈
戴
 

き
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
 

総
合
会
館
図
書
部
 

一
あ
り
が
 
と
 
う一 

一
こ
ざ
い
ま
し
た
一
 

社
会
福
祉
協
議
会
へ
 

友
清
 
隆
雄
 
様
 

牟
田
 
善
光
 
様
 

永
末
 
砂
雄
 
様
 

竹
宗
 

進
 
様
 

田
川
 
和
美
 
様
 

山
本
喜
三
郎
 
様
 

吉
田
 
福
美
 
様
 

橋
瓜
 
勝
也
 
様
 

右
の
方
か
ら
香
典
返
し
と
し
 

て
御
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
 

の
で
、
有
意
義
に
使
用
さ
せ
て
 

い
た
だ
き
ま
す
。
 


